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１

ペ
ー
ジ

条
　
　
　
　
　
例

◯
秋
田
県
水
と
緑
の
森
づ
く
り
税
条
例
（
九
二
・
税
務
課
）
…
…
…
…
…
２

◯
秋
田
県
水
と
緑
の
森
づ
く
り
基
金
条
例
（
九
三
・
水
と
緑
推
進
課
）
…
３

係
）

６

秋
田
県
水
と
緑
の
森
づ
く
り
基
金
運
営
委
員
会
の
設
置
及
び
所
掌
事
務

等
（
第
八
条
〜
第
一
一
条
関
係
）

（一）

知
事
の
諮
問
に
応
じ
、
第
六
条
第
一
項
の
処
分
そ
の
他
基
金
に
関
す

る
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
、
秋
田
県
水
と
緑
の
森
づ
く
り
基
金

運
営
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
こ
と
と
し
た
。

（二）

委
員
会
は
、
（一）
の
事
項
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

委
員
の
任
期
及
び
選
出
要
件
、
会
長
の
選
出
等
、
会
議
の
議
決
要
件

等
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

７

施
行
期
日
等

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

（二）

特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
三
一
年
秋
田
県
条
例
第
三
五
号
）
に
つ
い
て
所
要
の
規

定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

こ

の

号

で

公

布

さ

れ

た

条

例

の

あ

ら

ま

し

◇
秋
田
県
水
と
緑
の
森
づ
く
り
税
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
九
二
号
）

１

個
人
の
県
民
税
の
均
等
割
の
税
率
は
、
秋
田
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
九

年
秋
田
県
条
例
第
二
四
号
）
第
三
七
条
に
定
め
る
額
に
八
〇
〇
円
を
加
算

し
た
額
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
）

２

法
人
等
の
県
民
税
の
均
等
割
の
税
率
は
、
秋
田
県
県
税
条
例
第
四
四
条

第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
人
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
定
め
る
額
に
当
該
額
に
一
〇
〇
分
の
八
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加

算
し
た
額
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
）

３

施
行
期
日
等

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

（二）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し

た
。

（三）

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
後
お
お
む
ね
五
年
ご
と
に
、
こ
の
条
例

の
施
行
の
状
況
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
水
と
緑
の
森
づ
く
り
基
金
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
九
三
号
）

１

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
金
額
は
、
秋
田
県
水
と
緑
の
森
づ
く
り
税
条

例
（
平
成
一
九
年
秋
田
県
条
例
第
九
二
号
）
第
二
条
及
び
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
加
算
額
に
係
る
収
納
額
か
ら
当
該
加
算
額
に
係
る
賦
課
徴

収
に
要
す
る
経
費
を
控
除
し
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
こ
と
と
し

た
。
（
第
二
条
関
係
）

２

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ

有
利
な
方
法
に
よ
り
、
又
は
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
て

保
管
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
）

３

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上

し
て
、
基
金
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
条
関
係
）

４

知
事
は
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
、
又
は
歳

入
に
繰
り
入
れ
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
五
条
関

係
）

５

基
金
は
、
そ
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
財
源

に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
知
事
は
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
預
け
入

れ
、
又
は
信
託
し
て
い
る
金
融
機
関
に
保
険
事
故
が
発
生
し
た
と
き
は
、

当
該
金
融
機
関
に
対
す
る
借
入
債
務
と
預
金
等
に
係
る
債
権
を
相
殺
す
る

た
め
に
基
金
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
と
し
た
。
（
第
六
条
関

◇
◇ 

◇
◇ 
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２

条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

例

秋
田
県
水
と
緑
の
森
づ
く
り
税
条
例
及
び
秋
田
県
水
と
緑
の
森
づ
く
り
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
条
例
第
九
十
二
号

秋
田
県
水
と
緑
の
森
づ
く
り
税
条
例

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
、
県
土
の
保
全
、
水
源
の
か
ん
養
等
の
公
益
的
機
能
を
有
し
、
す
べ
て
の
県
民
が
そ
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
森
林
を
健
全
に
守
り
育

て
、
次
代
に
引
き
継
い
で
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
県
民
の
理
解
及
び
協
力
の
下
、
森
林
環
境
の
保
全
に
関
す
る
施
策
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
秋
田
県
県
税
条
例

（
昭
和
二
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
四
号
）
に
定
め
る
県
民
税
の
均
等
割
の
税
率
の
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
個
人
の
県
民
税
の
均
等
割
の
税
率
の
特
例
）

第
二
条

個
人
の
県
民
税
の
均
等
割
の
税
率
は
、
秋
田
県
県
税
条
例
第
三
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
定
め
る
額
に
八
百
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

（
法
人
等
の
県
民
税
の
均
等
割
の
税
率
の
特
例
）

第
三
条

法
人
等
の
県
民
税
の
均
等
割
の
税
率
は
、
秋
田
県
県
税
条
例
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
人
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表

の
下
欄
に
定
め
る
額
に
当
該
額
に
百
分
の
八
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
秋
田
県
県
税
条
例
第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
秋

田
県
水
と
緑
の
森
づ
く
り
税
条
例
（
平
成
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
九
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
秋
田
県
水
と
緑
の
森
づ
く
り

税
条
例
第
三
条
第
一
項
」
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
）

２

第
二
条
の
規
定
は
平
成
二
十
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
の
均
等
割
に
、
第
三
条
の
規
定
は
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
、
連
結
事
業
年
度

並
び
に
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
期
間
に
係
る
法
人
等
の
県
民
税
の
均
等
割
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
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３

（
検
討
）

３

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
後
お
お
む
ね
五
年
ご
と
に
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
状
況
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
条
例
第
九
十
三
号

秋
田
県
水
と
緑
の
森
づ
く
り
基
金
条
例

（
設
置
）

第
一
条

地
球
温
暖
化
の
防
止
、
県
土
の
保
全
、
水
源
の
か
ん
養
等
の
公
益
的
機
能
を
有
し
、
す
べ
て
の
県
民
が
そ
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
森
林
を
健
全
に
守
り
育
て
、
次
代
に
引

き
継
い
で
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
森
林
環
境
の
保
全
に
関
す
る
施
策
に
要
す
る
資
金
に
充
て
る
た
め
、
秋
田
県
水
と
緑
の
森
づ
く
り
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を

設
置
す
る
。

（
積
立
て
）

第
二
条

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
金
額
は
、
秋
田
県
水
と
緑
の
森
づ
く
り
税
条
例
（
平
成
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
九
十
二
号
）
第
二
条
及
び
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
加
算

額
に
係
る
納
付
さ
れ
、
又
は
納
入
さ
れ
た
額
か
ら
当
該
加
算
額
に
係
る
賦
課
徴
収
に
要
す
る
経
費
を
控
除
し
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

（
管
理
）

第
三
条

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
て
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
運
用
益
金
の
処
理
）

第
四
条

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
基
金
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
繰
替
運
用
）

第
五
条

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
し
、
又
は
歳
入
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
歳
入
に

繰
り
入
れ
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
処
分
）

第
六
条

基
金
は
、
そ
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
預
金
等
（
預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
預
金
等
及
び
農

水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
貯
金
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
金
融
機
関
等
（
預
金
保
険
法
第
二
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４

条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
及
び
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
農
水
産
業
協
同
組
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
預
け
入
れ
、
又
は
信
託

し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金
融
機
関
等
に
係
る
保
険
事
故
（
預
金
保
険
法
第
四
十
九
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
保
険
事
故
及
び
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
第
四
十

九
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
保
険
事
故
を
い
う
。
）
が
発
生
し
た
と
き
は
、
当
該
金
融
機
関
等
に
対
す
る
借
入
債
務
（
県
が
保
証
契
約
に
よ
り
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
債
務
を
含

む
。
）
と
当
該
預
金
等
に
係
る
債
権
を
相
殺
す
る
た
め
、
基
金
の
全
部
又
は
一
部
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
七
条

第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

（
秋
田
県
水
と
緑
の
森
づ
く
り
基
金
運
営
委
員
会
の
設
置
及
び
所
掌
事
務
）

第
八
条

知
事
の
諮
問
に
応
じ
、
第
六
条
第
一
項
の
処
分
そ
の
他
基
金
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
、
秋
田
県
水
と
緑
の
森
づ
く
り
基
金
運
営
委
員
会
（
以
下
「
委
員

会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

委
員
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
組
織
及
び
委
員
の
任
期
）

第
九
条

委
員
会
は
、
委
員
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２

委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

３

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

（
会
長
）

第
十
条

委
員
会
に
、
会
長
を
置
く
。

２

会
長
は
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
定
め
る
。

３

会
長
は
、
委
員
会
を
代
表
し
、
会
務
を
総
理
す
る
。

４

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
の
う
ち
か
ら
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
会
議
）

第
十
一
条

委
員
会
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

２

会
長
は
、
委
員
会
の
議
長
と
な
る
。

３

委
員
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
委
任
）
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５

第
十
二
条

第
八
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
委
員
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

２

特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
卸
売
市
場
審
議
会
の
委
員
及
び
専
門
委
員

別
表
中
「
卸
売
市
場
審
議
会
の
委
員
及
び
専
門
委
員
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

水
と
緑
の
森
づ
く
り
基
金
運
営
委
員
会
の
委
員
」
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